
『市民税 ・県民税申告の出張相護』

会 場 南橘市民サービスセンター (公民館)ホ ール

日 時
令和3年 2月2日 (火)午 前9時30分 ～午後3時30分
整理券は、当日の年前8時30分 ～配布します。時間前には並ばないでください。

混雑緩和のため、できるだけ下記の時間帯にお越しくださいますようご協力をお願いします。

午 前 上細井町 下細井町 下小出町 上小出町 龍蔵寺町 青柳町

午 後 北代 田町 日輪寺町 サll端町 田日町 関根町 〕|1原町 南橘町

◎ご都合により、当日相談やない方は、下記会場へお越しください。

会場 市役所市民税課(本庁舎2階34番窓日)

設置期間
令和3年2月16日(火)から令和3年3月15日(月)

(土。日口祝日を除さます。なお、下記の休日は受付します。)

休日受付 2月21日(日)、2月28日(日)

受付時間 午前9時～午後4時

◎今回申告していただく所得は、令和2年1月1日から令和2年12月31日までの1年間の所

得です。

◎市民税 ・県民税の申告が必要な方

今年の1月1日現在、前橋市に居住していて、以下のいずれかに該当する方です。       ヽ

なお、所得税の確定申告をされる方は、市民税・県民税の申告は必要ありません。

>給与・公的年金以外の収入(営業、農業、不動産、配当など)がある
>医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、その他各種控除の申告をする
>勤務先から前橋市に給与支払報告書が提出されない
>昨 年中の収入が無く、前橋市内の人の税法上の扶養になっていない

>公 的な遺族年金や障害年金などの非課税所得のみ

>他市町村に居住している方の、税法上の扶養になっている          な ど

※公的年金等の収入金額が400万 円以下の方は確定申告不要制度がありま立。〔整し《!圭墓醜



申告会場は大変混み合います。申告書を記入された方は郵送での提出をおすすめします。
申告書は、市民税課口各支所税務課、市民サービスセンターにあります。また、前橋市ホームページの「税額シ

ミュレーションシステム」では自宅で申告書を作成コ印刷し、提出することができます。

申告書に住所・氏名口生年月日・個人番号・電話番号。その他の必要事項の記入漏れがないことを確認し、押

印します。

を同封し、下記の宛先まで郵送してください。なお、郵送費は各自のご負担となりますので、ご了承ください。

※必要書類が同封されていないと、控除が受けられなくなります。

※受付書や必要書類等の返却を希望される方は、切手を貼付した返信用封筒を必ず同封してください。

(個人番号確認及び身元確認書類のコピーは返却できません。)

※郵送申告分については、記入された内容について電話で確認させていただくことがあります。

目調E>     欝 申告書作成

医療受理除の申告をする方は、「医療豊控除の明細書」を事前に作成して申告書に添付して

く だ さ い 6

医療費控除の明細書は、市民税課・各支所税務課、市民サービスセンターにあります。また、前橋市ホーム

ページからもダウンロード・E口昂けができます。

公的年金等の収入金額が400万 円以下で、かつ、他の所得金額が20万円以下の場合、確定申告書の提

出は不要です。ただし、所得税の還付を受ける場合は、確定申告書の提出が必要になります。

また、確定申告書を提出しない方でも、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されていない控除を、市民税・県

民税の計算に適用するには、市民税・県民税申告書の提出が必要です。

≪確 定 申告書 用紙 について≫

確定申告書や収支内訳善等が必要な方は、国税庁の

ホームページからダウンロードしていただくか、前橋税務署
へ電話にてお取り寄せください。また、国税庁のホームペー

ジ『確定申告書等作成コーナー」では自宅等で確定申告書

が作成できます。

・国税庁HP:https://Www,nta.go.jp
・前橋税務署 :027-224-4371(音 声案内で「0」)

【問い合わせ先】
前橋市役所 市民税課

電話(直通):027-898-6203

【申告書の郵送先】

T371-8601

前橋市大手町二T目 12番 1号

前橋市役所 市民税課 宛


